
 

史
料
に
見
る
玉
里
島
津
家
の
戦
中
・
戦
後 

新 

福 

大 

健 
 
 

 

は
じ
め
に 

  

筆
者
は
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
度
の
企
画
展
「
さ
つ
ま
の
女
性
た
ち
―
江
戸
か
ら
昭

和
」
を
担
当
し
た
。
こ
れ
は
、
近
世
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
の
鹿
児
島
の
歴
史
に
登
場
し
た
女

性
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
資
料
と
と
も
に
紹
介
す
る
展
覧
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
は
島
津

本
家
十
六
代
当
主
島
津
義
久
の
二
女
新
城
や
三
女
亀
寿
、
八
代
藩
主
島
津
重
豪
の
娘
で
十
一

代
将
軍
徳
川
家
斉
の
御
台
所
の
茂
姫
、
九
代
藩
主
島
津
斉
宣
の
娘
で
種
子
島
家
に
嫁
ぎ
夫
の

死
後
は
島
を
治
め
た
松
寿
院
の
他
、大
奥
の
女
性
や
幕
末
の
山
田
歌
子
な
ど
も
取
り
上
げ
た
。 

 

さ
て
、
当
館
の
歴
史
分
野
の
資
料
で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
の
は
、
玉
里
島
津
家
資
料
で

あ
る
。
初
代
島
津
久
光
の
資
料
は
も
ち
ろ
ん
、
二
代
島
津
忠
済
、
三
代
島
津
忠
承
や
そ
の
家

族
の
資
料
も
含
ま
れ
る
。
企
画
展
で
は
、
二
代
忠
済
の
生
母
で
あ
る
村
（
武
良
）
や
妻
の
田

鶴
子
、
そ
の
娘
の
量
子
の
資
料
も
展
示
し
た
。
ま
た
、
こ
の
展
覧
会
で
は
太
平
洋
戦
争
中
の

玉
里
島
津
家
の
人
々
の
様
子
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
玉
里
島
津
家
資
料
の
日
誌
や
田
鶴
子
の

詠
草
な
ど
も
活
用
し
た
。
令
和
二
年
は
戦
後
七
十
五
年
と
し
て
新
聞
な
ど
が
特
集
を
組
ん
で

い
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、終
戦
前
後
の
玉
里
島
津
家
の
日
誌
等
は
観
覧
者
の
関
心
を
引
い
た
。 

し
か
し
、
終
戦
前
後
の
玉
里
島
津
家
の
人
々
に
つ
い
て
は
、
島
津
忠
承
の
回
顧
録
や
『
故
郷

の
し
を
り
』
に
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
職
員
な
ど
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
玉
里
島
津
家
資
料
を
中
心
に
用
い
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
中
か
ら
戦

後
間
も
な
い
時
期
を
、
同
家
や
同
家
に
関
係
す
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
を
紹
介
し

た
い
。 

 

一 

当
主
忠
承
の
戦
中 

 

忠
承
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
か
ら
日
本
赤
十
字
社
で
勤
務
し
、
昭
和
十
五
年
か
ら
は

副
社
長
に
就
任
し
て
い
た
。
そ
し
て
昭
和
十
六
年
十
二
月
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
て
間
も

な
い
昭
和
十
七
年
一
月
に
、
以
下
の
委
嘱
状
を
受
け
て
い
る
。 

【
史
料
一
】 

日
本
赤
十
字
社
俘
虜
救
恤
委
員
長
ヲ
嘱
託
ス 

昭
和
十
七
年
一
月
二
十
四
日 

日
本
赤
十
字
社
長
公
爵
徳
川
圀
順 

副
社
長
公
爵
島
津
忠
承
殿 

 

徳
川
圀
順
（
一
八
八
六
～
一
九
六
九
年
）
は
、
水
戸
徳
川
家
の
当
主
で
昭
和
十
五
年
に
日

本
赤
十
字
社
の
社
長
に
就
任
し
て
い
た
。
ま
た
、
の
ち
昭
和
十
九
年
に
は
貴
族
院
議
長
に
就

任
し
て
い
る
。 

太
平
洋
戦
争
が
発
生
し
、
日
本
軍
は
開
戦
直
後
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
グ
ア
ム
島
で
ア
メ
リ

カ
軍
と
、
ま
た
香
港
や
マ
レ
ー
半
島
で
イ
ギ
リ
ス
軍
と
交
戦
し
、
捕
虜
が
発
生
し
て
い
た
。

捕
虜
に
つ
い
て
は
国
際
法
で
扱
い
が
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
戦
時
中
で
あ
っ
て
も
「
俘
虜

の
待
遇
に
関
す
る
条
約
」
（
昭
和
四
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
締
結
さ
れ
た
条
約
）
を
遵
守
す
る

意
志
を
日
本
政
府
は
表
明
し
て
い
た
。 

 

俘
虜
救
恤
委
員
会
の
仕
事
は
、
国
内
の
収
容
所
に
い
る
連
合
国
軍
の
捕
虜
に
関
す
る
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
軍
の
兵
士
で
連
合
国
の
捕
虜
に
な
っ
た
者
と
日
本
国
内
と
の
連
絡
も

日
本
赤
十
字
社
の
業
務
と
さ
れ
た
た
め
、
戦
争
の
拡
大
に
伴
い
次
々
に
増
え
て
い
っ
た
。 

（
１
） 

く
に
ゆ
き 

た
だ
な
り 

た
だ
つ
ぐ 

む
ら 

か
ず
こ 



 

忠
承
は
こ
の
戦
争
で
発
生
し
た
捕
虜
を
援
助
す
る
職
責
を
委
員
長
と
し
て
担
う
こ
と
に
な

っ
た
。
忠
承
は
日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
業
務
に
戦
時
中
も
一
貫
し
て
取
り
組
み
、
戦
時
中

は
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
八
月
に
一
回
だ
け
慰
霊
祭
の
た
め
鹿
児
島
を
訪
問
し
て
い
る
。

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
戦
時
中
の
忠
承
の
日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
仕
事
は
、
家
族
や
先
祖

を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
忙
さ
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

二 

島
津
田
鶴
子
の
戦
中 

 

島
津
田
鶴
子
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、
娘
の
量
子
と
と
も
に
鹿
児
島
に
転
居
し
て
い

た
。 玉

里
島
津
家
資
料
の
中
に
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
七
月
二
十
一
日
付
の
田
鶴
子
に

よ
る
和
歌
書
付
が
あ
る
。
以
下
の
内
容
で
あ
る
。 

【
史
料
二
】 

こ
た
び
久
大
が
泰
国
在
勤
を
命
ぜ
ら
れ
あ
す
飛
行
機
に
て
出
た
つ
を 

照
國
神
社
、
松
原
神
社
、
五
社
、
鶴
か
ね
神
社
、
鹿
児
島
神
社
、
高
加
木
神
社
に
ま

ふ
て
ゝ
行
手
の
つ
ゝ
が
な
き
を
ね
き
ま
つ
り
て 

つ
ゝ
が
な
き
旅
の
行
手
を
祈
る
な
り 

    

南
の
そ
ら
を
い
そ
ぐ
と
り
舩 

 

ね
か
は
く
バ
み
た
ま
か
け
り
て
ま
も
り
ま
せ 

    

南
を
さ
し
て
い
そ
く
我
子
を 

昭
和
十
八
年
七
月
二
十
一
日 

 

神
ま
ふ
で
し
て 

      

帰
り
し
と
き 

七
十
四
歳 

 
 
 
 
 

田
鶴
子 

 

久
大
と
は
、
田
鶴
子
の
三
男
で
外
交
官
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業

後
、
外
務
省
に
入
省
し
外
交
官
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
詠
草
の
前
書
き
で
は
「
泰
国
在
勤
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
日
本
軍
が
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）

に
侵
攻
し
て
昭
和
十
七
年
に
制
圧
し
た
後
、中
部
の
マ
ン
ダ
レ
ー
に
領
事
館
を
置
い
て
い
た
。

そ
の
後
、
こ
の
領
事
と
し
て
久
大
が
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
見
送
り
の
際
に
母
の
田

鶴
子
が
詠
ん
だ
和
歌
詠
草
で
あ
る
。 

玉
里
島
津
家
の
男
子
が
戦
争
に
直
接
従
軍
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
忠
承
が
戦
時
捕
虜

を
救
助
す
る
責
任
者
の
役
割
を
担
い
、
久
大
が
戦
地
の
領
事
と
し
て
赴
任
す
る
な
ど
、
戦
争

の
影
響
は
確
実
に
受
け
て
い
た
。 

そ
し
て
田
鶴
子
自
身
も
鹿
児
島
か
ら
地
方
に
疎
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
疎
開
先
は
大

口
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
玉
里
島
津
家
の
旧
職
員
と
の
縁
か
ら

で
あ
っ
た
。 

鹿
児
島
市
は
空
襲
を
受
け
て
い
た
が
、
郷
土
史
家
の
話
に
よ
る
と
大
口
は
空
襲
を
受
け
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
玉
里
島
津
家
の
人
々
は
穏
や
か
な
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
昭
和
二
十
年
の
鹿
児
島
大
空
襲
の
連
絡
が
入
り
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
こ
と

が
「
島
津
田
鶴
子
日
記
」
（
個
人
蔵
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
空
襲
に
つ
い
て
、
玉
里

邸
か
ら
東
京
の
本
邸
に
次
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。  

【
史
料
三
】 

去
ル
十
七
日
午
後
十
一
時
、
敵
機
数
十
機
、
突
如
鹿
児
島
市
上
空
ニ
来
襲
、
市
内
一
圓

ニ
焼
夷
弾
投
下
、
各
所
ニ
火
災
発
生
ノ
後
、
空
襲
警
報
発
令
ア
リ
、
玉
里
御
邸
内
ニ
大

型
焼
夷
弾
十
数
個
落
下
、
御
本
家
表
奥
御
座
ニ
数
個
、
御
庭
付
近
ニ
十
個
、
内
不
発
三

個
落
下
、
為
ニ
事
務
所
奥
ニ
火
災
ヲ
生
シ
、
消
火
ス
ル
間
モ
ナ
ク
身
ヲ
以
テ
屋
外
ニ
脱

出
ヲ
得
タ
ル
次
第
ニ
テ
、
御
本
家
一
時
ニ
大
火
災
ト
ナ
リ
御
本
家
一
棟
全
焼
致
シ
、
誠

ニ
以
テ
恐
縮
申
譯
無
之
、
御
留
守
御
預
リ
責
任
ヲ
全
シ
得
ス
、
実
ニ
残
念
ノ
至
リ
ニ
御

座
候
、
茲
ニ
謹
而
申
上
候
、 

御
邸
内
御
蔵
、
下
御
茶
屋
、
御
長
屋
、
御
門
、
西
向
御
別
邸
、
役
宅
、
貸
家
等
建
物
ニ

（
２
） 



 

ハ
被
害
無
之
、
亦
奉
職
者
一
同
及
家
族
ニ
モ
何
等
ノ
被
害
ナ
ク
不
幸
中
ノ
仕
合
ト
奉
存

候
、 

御
邸
内
落
下
焼
夷
弾
ハ
大
型
ガ
大
部
分
ニ
テ
、
小
型
数
個
、
大
型
（
直
径
七
寸
長
三
尺
）

大
型
不
発
三
個
有
之
候
、 

敵
機
ハ
御
邸
ヲ
目
標
ト
シ
テ
投
下
セ
シ
モ
ノ
ヽ
如
ク
玉
里
町
内
練
兵
場
兵
舎
ニ
ハ
投

下
ナ
ク
、
附
近
被
害
ハ
縣
立
工
業
學
校
二
棟
焼
失
セ
シ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
市
内
大
底
ハ
被

害
ヲ
蒙
リ
完
全
ナ
ル
ハ
市
役
所
、
専
売
局
、
鹿
児
島
駅
、
図
書
館
、
照
国
神
社
、
二
中

校
、
大
竜
・
清
水
国
民
校
並
磯
方
面
ハ
全
然
被
害
ナ
ク
、
人
員
死
傷
者
モ
去
ル
四
月
八

日
ノ
数
倍
ト
思
慮
仕
リ
候
、 

玉
里
家
政
事
務
所
ヲ
元
九
良
賀
野
役
宅
跡
ニ
移
轉
致
シ
、
事
務
其
他
ノ
要
務
ヲ
司
リ
居

リ
候
間
、
御
諒
承
被
下
度
候
、 

右
御
報
告
申
上
候
間
、
宜
布
御
上
申
被
成
下
度
、
此
段
及
御
報
告
候
也
、 

    

昭
和
二
十
年
六
月
二
十
二
日 

        
              

玉
里
出
張
所 

            
            

書
記 

濵
島 

基 

豊
分
御
邸 

御
家
令
心
得
東
郷
重
弘
殿 

こ
れ
に
よ
る
と
、
空
襲
で
本
邸
に
爆
弾
が
落
ち
た
こ
と
、
職
員
が
な
す
す
べ
も
な
く
焼
失

し
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
近
く
の
鹿
児
島
工
業
学
校
（
現
在
の
鹿
児
島
県
立
鹿
児
島

工
業
高
等
学
校
）
や
歩
兵
第
四
十
五
連
隊
営
舎
（
現
在
の
鹿
児
島
市
立
玉
江
小
学
校
か
ら
鹿

児
島
県
立
短
期
大
学
周
辺
）
に
は
爆
弾
が
ほ
と
ん
ど
落
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
玉
里

邸
が
爆
撃
の
目
標
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。 

ち
な
み
に
こ
の
空
襲
に
つ
い
て
は
、
一
年
後
に
田
鶴
子
が
次
の
詠
草
を
記
し
て
い
る
。 

【
史
料
四
】 

去
年
の
け
ふ
の
戦
火
に
よ
り
こ
の
玉
里
も
や
か
た
は
皆
焼
う
せ
、
殊
に
愛
ら
し
き
狆

犬
、
小
鳥
、
池
の
鯉
、
一
羽
か
ひ
な
ら
せ
し
愛
印
の
鶏
な
ど
み
な
焼
死
し
、
何
日
の
立

も
早
〱
一
年
の
め
く
り
来
し
か
ば
、
け
ふ
南
州
寺
に
て
供
養
せ
む
と
て
、
四
月
八
日
死

去
せ
し
九
良
賀
野
及
び
百
合
印
御
附
の
ふ
み
も
同
し
く
哀
な
る
姿
と
な
り
し
を
と
む

ら
は
む
と
て
、
つ
た
な
き
歌
を
か
き
つ
ら
ね
は
べ
る
、 

（
以
下
略
し
た
部
分
に
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
） 

こ
れ
に
よ
る
と
、
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
物
だ
け
で
な
く
、
飼
っ
て
い
た
犬
や
鶏
や
池
の

鯉
な
ど
も
空
襲
の
中
で
死
ん
で
し
ま
い
、そ
れ
ら
を
追
悼
す
る
手
向
の
和
歌
を
寄
せ
て
い
る
。  

田
鶴
子
は
大
口
で
の
疎
開
中
も
和
歌
の
詠
草
を
続
け
、
田
鶴
子
が
初
代
久
光
の
和
歌
を
書

い
た
カ
ル
タ
の
箱
に
は
「
昭
和
二
十
一
年
一
月 

大
口
牛
山
城
跡
に
て 

田
鶴
子
」
の
貼
紙

が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
口
で
の
田
鶴
子
の
生
活
を
支
え
た
一
つ
は
、
和
歌
を
読
み
続
け
る
こ

と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三 

玉
里
島
津
家
に
仕
え
た
人
々 

 

（
一
） 

大
丸
為
政 

 

玉
里
島
津
家
資
料
に
「
明
治
二
十
一
年 

履
歴
簿
」
と
表
紙
に
書
か
れ
た
簿
冊
が
あ
る
。

し
か
し
内
部
は
昭
和
期
の
職
員
の
履
歴
で
あ
る
。 

こ
の
中
に
大
丸
為
政
と
い
う
人
物
の
履
歴
も
あ
る
。 

筆
者
が
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度
の
企
画
展
「
薩
摩
藩
玉
里
邸
と
そ
の
文
化
」
を

担
当
し
た
後
、
大
丸
家
か
ら
連
絡
を
い
た
だ
き
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
丸
家
の
当
時

の
御
当
主
は
、
父
為
政
氏
の
書
い
た
手
記
を
保
管
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
以
下
の
内
容
が

あ
っ
た
。 

【
史
料
五
】
※
一
部
要
約 

出
身 
鹿
児
島
市
春
日
町
の
横
馬
場
が
祖
先
以
来
の
地 

出
自 

祖
父
…
神
社
奉
行 

       
 

父 

…
池
田
郷
之
助
は
春
日
町
の
自
宅
を
神
社
に
し
て
神
官
に
な
っ
た
。
士
族 

（
３
） 

（
４
） 



 

と
平
民
の
身
分
差
を
な
く
す
運
動
に
関
わ
っ
た
が
、
反
対
が
強
く
失
敗
し

た
。 

経
歴 
明
治
三
十
一
年
十
二
月
一
日
生
ま
れ 

    

大
竜
小
学
校
に
入
学
し
、
小
学
校
四
年
を
卒
業
の
時
、
東
京
の
島
津
家
か
ら
家

庭
友
人
を
一
人
推
薦
す
る
よ
う
に
玉
里
島
津
家
顧
問
の
伊
瀬
知
男
爵
へ
依
頼

が
あ
り
、
伊
瀬
知
男
爵
が
大
竜
小
学
校
を
訪
ね
、
学
校
に
推
薦
を
求
め
た
。
小

学
校
が
三
名
を
推
薦
し
た
と
こ
ろ
、
自
分
が
選
ば
れ
、
伊
瀬
知
男
爵
に
連
れ
ら

れ
上
京
し
た
。 

以
後
、
東
京
麹
町
の
玉
里
島
津
家
本
邸
で
二
十
年
、
下
渋
谷
の
役
宅
で
妻
と
二

年
暮
ら
し
た
。
そ
の
間
、
学
校
は
近
く
の
大
倉
高
等
商
業
学
校
の
夜
学
、
神
田

の
短
期
高
工
に
在
学
し
た
。
そ
の
頃
、
鹿
児
島
の
父
が
、
向
か
い
に
住
ん
で
い

た
寺
田
氏
（
大
口
渕
辺
出
身
）
の
進
言
を
受
け
入
れ
、
自
分
が
知
ら
な
い
う
ち

に
羽
月
村
園
田
の
大
丸
家
の
養
子
に
さ
れ
て
い
た
。 

そ
の
後
、
養
父
母
が
早
く
帰
郷
す
る
よ
う
に
再
三
要
請
し
、
二
度
も
東
京
に
二

人
で
上
京
し
て
き
た
。
高
齢
の
二
人
が
二
度
も
遠
路
上
京
し
て
き
た
た
め
、
鹿

児
島
に
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

島
津
公
の
御
婦
人
は
泣
い
て

 

「
た
ら
ち
ね
の
親
に
つ
か
え
ん
た
め
な
れ
ば
み
だ
り
に
袖
は
引
か
れ
ざ
り
け
ん
」 

と
別
れ
の
短
歌
を
贈
っ
て
見
送
ら
れ
た
。 

（
以
下
略
） 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
為
政
氏
は
幼
少
期
に
鹿
児
島
市
の
上
町
地
区
に
居
住
し
て
お
り
、
小
学

生
の
時
に
玉
里
島
津
家
か
ら
島
津
忠
承
の
御
学
友
を
推
薦
し
て
く
れ
る
よ
う
に
学
校
に
依
頼

が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
伊
瀬
知
好
成
が
面
接
し
て
為
政
氏
が
選
ば
れ
、
玉
里
島
津
家
と
の
関

係
が
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。 

の
ち
に
鹿
児
島
に
帰
る
た
め
為
政
氏
は
玉
里
島
津
家
の
職
員
を
辞
す
が
、
玉
里
島
津
家
の

「
明
治
二
十
一
年 

履
歴
簿
」
に
以
下
の
記
述
が
出
て
く
る
。 

【
史
料
六
】 

     
                                  

大
丸
為
政 

 

昭
和
廿
年
七
月
一
日

大
口
・
山
野
町
御
疎
開
中
両
別
邸
事
務
嘱
託 

 
        

         

但
手
当
月
額
金
壱
百
圓 

大
口
に
は
当
主
忠
承
の
母
田
鶴
子
と
妹
の
量
子
が
、
山
野
に
は
忠
承
の
嫡
男
忠
廣
と
二
男

久
正
が
疎
開
し
て
い
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
勤
務
し
て
い
た
職
員
の
つ
て
を
頼
っ
て
、
疎
開
先

を
探
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
戦
火
を
避
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
山
間
部
の
大

口
や
山
野
に
屋
敷
を
借
り
上
げ
て
、
玉
里
島
津
家
当
主
の
家
族
の
疎
開
地
と
し
た
。
そ
し
て

大
丸
が
、
鹿
児
島
邸
と
の
連
絡
役
を
担
っ
て
い
た
。 

 

（
二
）
戦
争
で
被
害
を
受
け
た
職
員 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
明
治
二
十
一
年 

履
歴
簿
」
に
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
玉
里
邸
で

勤
務
し
た
職
員
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
戦
争
で
被
害
を
受
け
た
人
々
に
つ

い
て
の
記
録
も
あ
る
。 

九
良
賀
野
幹
は
玉
里
出
張
所
の
所
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
履
歴
か
ら
主
な
も
の

を
上
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

【
史
料
七
】
※
一
部
抜
粋 

（
家
扶
）
書
記 

九
良
賀
野 

幹 

 
 
 
 
 

明
治
十
四
年
一
月
十
七
日 

生 

一
明
治
二
十
六
年
十
月
廿
七
日
八
等
雇
拝
命 

（
中
略
） 

一
同 

三
十
三
年
四
月
廿
七
日
書
記
係
見
習
被
命
候 

一
同 
三
十
四
年
七
月
廿
四
日
書
記
被
命
候 

 

（
中
略
） 

一
昭
和
十
二
年
十
一
月
十
五
日
家
扶
心
得
被
命
候
事 

（
５
） 



 

一
昭
和
十
三
年
七
月
一
日
故
久
光
公
御
傳
記
編
纂
ニ
付
古
文
書
並
ニ
一

般
事
務
取
扱
ヲ
命
セ
ラ
ル 

一
昭
和
十
三
年
七
月
八
日
玉
里
出
張
所
長
兼
錫
山
鉱
業
所
長
被
命
候 

 

（
中
略
） 

一
昭
和
十
三
年
十
二
月
一
日
家
扶
被
命
候 

 

（
中
略
） 

一
昭
和
廿
年
四
月
十
八
日
満
五
十
二
年
勤
續
ニ
付
弔
慰
金
壱
万
七
千
五

百
六
拾
四
圓
ヲ
給
セ
ラ
ル 

仝                 

祭
葬
料
金
参
千
五
百
圓
依
特
別
思
召
給
セ
ラ
ル 

履
歴
の
末
尾
に
あ
る
昭
和
二
十
年
四
月
十
八
日
の
空
襲
に
よ
り
九
良
賀
野
は
亡
く
な
り
、

玉
里
島
津
家
か
ら
弔
慰
金
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
九
良
賀
野
氏
は
、
宮
之
城
島
津
家
の
二
男
家
島
津
内
記
久
文
の
分
家
が
称
し
た
苗

字
で
、
こ
の
よ
う
に
玉
里
島
津
家
に
は
旧
藩
時
代
か
ら
縁
が
あ
っ
た
職
員
も
勤
め
て
い
た
。 

こ
の
他
、
「
明
治
二
十
一
年 

履
歴
簿
」
に
は
、
空
襲
で
亡
く
な
っ
た
御
側
女
中
や
、
同

じ
く
空
襲
で
怪
我
を
し
て
退
職
し
た
御
側
女
中
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
弔
慰
金
や
見
舞
金
が

贈
ら
れ
て
い
る
。
玉
里
邸
の
職
員
も
、
戦
争
の
被
害
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

（
三
）
玉
里
島
津
家
の
鹿
児
島
に
お
け
る
顧
問
・
相
談
役 

 

玉
里
島
津
家
な
ど
華
族
は
家
の
経
営
に
関
し
て
意
見
を
す
る
人
物
と
し
て
、
顧
問
や
相
談

役
を
置
い
て
い
た
。
鹿
児
島
に
お
い
て
は
、
鹿
児
島
の
有
力
者
を
相
談
役
に
依
頼
し
て
い
た
。 

 

「
昭
和
二
十
五
年
玉
里
邸
往
復
綴
」
に
は
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
玉
里
邸
を
鹿
児
島
市
へ

売
却
す
る
交
渉
の
中
で
「
田
辺
相
談
役
」
の
名
が
出
て
く
る
。
こ
の
人
物
は
田
辺
健
吉
で
、

太
平
洋
戦
争
中
に
は
「
田
辺
航
空
株
式
会
社
」
の
社
長
と
し
て
、
現
在
の
鹿
児
島
県
立
鹿
児

島
南
高
等
学
校
か
ら
か
つ
て
の
県
立
農
業
大
学
校
が
あ
っ
た
谷
山
地
区
の
広
大
な
敷
地
に
、

航
空
機
製
造
工
場
を
経
営
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。 

ま
た
「
明
治
二
十
一
年 

履
歴
簿
」
に
は
、
岩
元
禧
と
い
う
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
八
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
元
禧 

一
昭
和
十
四
年
五
月
一
日 

玉
里
出
張
所
並
ニ
錫
山
鉱
業
所
ノ
取
締
ヲ
嘱
託
セ
ラ
ル 

仝
十
五
年
九
月
一
日

帝
国
鉱
業
開
発
株
式
会
社
嘱
託
兼
務
被
仰
付
候 

 

但
右
兼
務
期
間
本
部
ヨ
リ
給
與
ハ
之
レ
ヲ
停
止
シ
鉱
業
開
発
株
式
会
社
所
定
ノ

給
與
ヲ
同
会
社
ヨ
リ
受
ク
ベ
シ 

一
昭
和
十
九
年
九
月
十
四
日
死
去 

一
金
八
百
圓 

弔
慰
金 

五
年
勤
続
御
家
扶
ニ
準
ジ
取
計
ヒ
候 

一
金
壱
百
圓

香
奠
料 

一
生
花
一
対 

葬
儀
ニ
付 

以
上 

岩
元
禧
（
一
八
七
九
～
一
九
四
四
年
）
は
、
鹿
児
島
県
出
身
で
第
七
高
等
学
校
を
経
て
東

京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
し
、
内
務
省
入
省
。
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
か
ら
翌
年

に
掛
け
て
沖
縄
県
知
事
を
務
め
た
。
そ
の
後
退
官
し
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
か
ら
十
一

年
に
掛
け
て
鹿
児
島
市
長
を
務
め
た
。 

玉
里
島
津
家
に
と
っ
て
岩
元
は
、
鹿
児
島
市
長
を
退
官
後
、
鹿
児
島
で
多
方
面
に
影
響
力

を
持
つ
人
物
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
相
談
を
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
昭
和
十

四
年
に
玉
里
出
張
所
や
、
玉
里
島
津
家
が
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た
錫
山
鉱
山
の
取
締
り
を
嘱

託
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

正
式
な
相
談
役
の
辞
令
は
出
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
取
締
り
を
嘱
託
し
た
昭
和
十
四

年
か
ら
亡
く
な
る
同
十
九
年
ま
で
相
談
役
に
相
当
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

家
扶
に
準
じ
て
弔
慰
金
な
ど
が
提
供
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四 

戦
後
の
玉
里
島
津
家 

 

昭
和
二
十
年
の
豊
分
島
津
家
家
政
所
の
日
誌
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。 



 

【
史
料
九
】 

八
月
十
五
日

晴 

水
曜 

（
中
略
） 

一
米
英
支
蘇
四
箇
國
ニ
対
シ
共
同
宣
言
受
諾
ス
ル
ニ
当
リ
本
日
戦
争
終
局
ノ
聖
断
大

詔
渙
発
セ
ラ
ル 

八
月
十
六
日

晴 
木
曜 

（
中
略
） 

一
公
爵
様
御
儀
午
前
九
時
廿
分
御
出
勤
被
遊
、
午
後
二
時
四
五
分
御
帰
邸
ノ
上
、
直
ニ

俘
虜
情
報
局
ヘ
被
為
入
、
同
四
時
五
十
分
御
帰
邸
被
為
在
候
、 

終
戦
の
翌
日
、
忠
承
は
日
本
赤
十
字
社
の
俘
虜
救
恤
委
員
会
に
出
勤
し
て
い
る
。
終
戦
と

な
り
、
連
合
国
軍
の
進
駐
に
向
け
て
捕
虜
を
ど
の
よ
う
に
引
き
継
ぐ
か
の
検
討
な
ど
に
入
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
後
は
外
地
か
ら
引
き
上
げ
て
く
る
一
般
の
在
留
邦
人
や

兵
士
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
も
、
日
本
赤
十
字
社
は
対
応
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

忠
承
は
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
七
月
に
日
本
赤
十
字
社
の
社
長
と
な
り
、
厚
生
省
等

と
協
力
し
な
が
ら
六
百
六
十
万
人
以
上
の
帰
国
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
鹿
児
島
か
ら
大
口
に
疎
開
し
て
い
た
玉
里
島
津
家
の
人
々
も
、
玉
里
邸
の
本
邸
は

空
襲
で
焼
失
し
た
た
め
、
終
戦
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
す
ぐ
に
玉
里
邸
に
戻
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
当
主
忠
承
の
妻
泰
子
と
子
ど
も
た
ち
が
焼
け
残
っ
た
建
物
に

住
む
こ
と
に
な
り
、
昭
和
二
十
一
年
に
彼
ら
が
東
京
に
戻
っ
た
後
、
田
鶴
子
と
量
子
は
大
口

か
ら
鹿
児
島
の
玉
里
邸
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
の
玉
里
出
張
所
往
復
綴
に

は
、
五
月
八
日
付
で
玉
里
出
張
所
庶
務
係
の
濵
島
基
に
よ
っ
て
、
前
日
七
日
朝
に
田
鶴
子
ら

は
大
口
を
自
動
車
で
出
発
し
、
七
日
夕
方
五
時
に
無
事
到
着
し
た
旨
、
記
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
華
族
は
、
戦
前
は
華
族
世
襲
財
産
制
度
な
ど
で
そ
の
財
産
が
保
護
さ
れ
て
き
た

面
が
あ
っ
た
が
、
新
憲
法
制
定
に
よ
る
華
族
制
度
の
廃
止
や
、
財
産
税
の
導
入
に
よ
り
大

き
な
打
撃
を
受
け
た
。
玉
里
島
津
家
も
そ
の
影
響
を
受
け
、
納
税
の
た
め
に
そ
の
財
産
の

一
部
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

（
一
）
玉
里
邸 

 

玉
里
島
津
家
の
発
祥
の
地
で
あ
る
玉
里
邸
の
本
宅
は
、
前
述
の
よ
う
に
昭
和
二
十
年
六
月

十
七
日
の
鹿
児
島
大
空
襲
で
焼
失
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
鹿
児
島
市
が
所
有
し
て
い
る
、

下
御
庭
の
茶
室
や
長
屋
門
、
蔵
な
ど
焼
け
残
っ
た
建
物
も
あ
っ
た
。
筆
者
が
平
成
二
十
一
（
二

〇
〇
九
）
年
度
に
鹿
児
島
市
立
鹿
児
島
女
子
高
等
学
校
を
訪
問
し
た
際
、
学
校
の
歴
史
を
展

示
す
る
部
屋
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
展
示
し
て
あ
る
写
真
パ
ネ
ル
の
中
に
、
か
つ

て
の
玉
里
島
津
家
の
職
員
住
宅
が
、
新
し
く
建
て
ら
れ
た
学
校
の
校
舎
の
間
に
残
っ
て
い
る

も
の
も
あ
っ
た
。 

 

こ
の
焼
け
残
っ
た
建
物
も
含
め
て
、
玉
里
島
津
家
は
鹿
児
島
市
に
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
売
却
に
当
た
っ
て
は
相
談
役
の
田
辺
健
吉
が
仲
介
し
、
勝
目
市
長
や
市
議
会
の
関
係
委

員
長
ら
と
交
渉
を
続
け
た
結
果
、
妥
結
し
た
こ
と
が
玉
里
島
津
家
の
昭
和
二
十
六
年
の
日
誌

に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
日
誌
の
昭
和
二
十
六
年
三
月
九
日
付
で
鹿
児
島
市
へ
売
却
す
る
不
動

産
と
し
て
以
下
の
項
目
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

【
史
料
十
】 

一
宅
地 

 
 
 
 
 

七
二
九
四
坪
（
邸
内
） 

一
畑
地 

 
 
 
 
 

九
畝
廿
五
歩

 

東
側
御
門
外
、
道
路
豫
定
地 

一
同       

 
 
 

六
畝
拾
弐
歩

 

後
屋
敷 

一
同        

    
 
 

廿
六
歩

 

養
老
院
施
設
豫
定
地 

一
同      

  
 
 

弐
反
五
畝
廿
壱
歩
（
後
屋
敷
右
仝
シ
） 

一
東
西
両
土
蔵

弐
棟 

一
道
具
蔵
木
造
建

弐
棟 

一
門
衛
役
宅
及
長
屋

弐
棟 

一
下
御
茶
屋        

壱
棟 

一
御
住
居
所        

壱
棟 

（
７
） 

（
８
） 

（
６
） 



 

一
石
塀            

三
七
〇
間 

一
後
屋
敷
石
塀      

一
一
五
間 

一
水
源
地
域
山
林

壱
畝
拾
八
歩 

    
                        

以
上 

こ
れ
に
よ
る
と
、
最
初
の
「
宅
地 

七
二
九
四
坪
（
邸
内
）
」
と
は
現
在
の
鹿
児
島
女
子

高
校
の
校
庭
に
面
し
て
い
た
空
襲
で
焼
失
し
た
本
邸
周
辺
と
、
現
在
茶
室
が
残
っ
て
い
る
下

御
庭
に
該
当
す
る
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
次
に
「
畑
地
」
と
あ
る
中
で
「
後
屋
敷
」
と

あ
る
の
は
、
本
宅
の
裏
に
あ
っ
た
倉
庫
や
納
屋
な
ど
の
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
建
物
は
、
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
「
門

衛
役
宅
及
長
屋
」は
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
長
屋
門
と
そ
れ
に
続
い
て
い
る
建
物
で
あ
ろ
う
。

「
御
住
居
所
」
と
は
、
当
時
玉
里
邸
に
居
住
し
て
い
た
田
鶴
子
が
住
ま
い
に
し
て
い
た
建
物

と
考
え
ら
れ
る
。
鹿
児
島
大
空
襲
で
本
宅
が
焼
失
し
た
後
、
田
鶴
子
は
疎
開
先
の
大
口
か
ら

鹿
児
島
に
戻
っ
た
時
に
は
、
か
つ
て
の
職
員
住
宅
を
住
居
に
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
「
御
住

居
所
」
が
こ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
二
）
玉
里
文
庫 

 

ま
た
、
玉
里
島
津
家
は
初
代
久
光
が
『
通
俗
国
史
』
の
修
史
事
業
を
行
う
な
ど
し
て
い
た

た
め
、
膨
大
な
書
籍
を
集
積
し
て
い
た
。
こ
の
書
籍
は
玉
里
邸
内
の
蔵
に
多
く
は
保
管
さ
れ

て
い
た
。
蔵
は
昭
和
二
十
年
の
空
襲
で
被
災
し
た
も
の
の
、
焼
失
は
免
れ
て
い
た
。 

旧
制
第
七
高
等
学
校
造
士
館
は
、
戦
後
は
鹿
児
島
大
学
と
し
て
再
出
発
し
た
。
こ
の
鹿
児

島
大
学
か
ら
蔵
書
購
入
の
打
診
が
な
さ
れ
、書
籍
に
つ
い
て
も
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
大
学
の
『
玉
里
文
庫
目
録
』
の
序
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
十
一
】 

さ
て
、
昭
和
二
十
四
、
五
年
の
頃
、
玉
里
島
津
家
当
主
島
津
忠
承
氏
に
「
文
庫
」
を
鹿

児
島
大
学
に
譲
渡
し
た
い
と
い
う
意
向
が
あ
る
こ
と
を
、
大
学
附
属
図
書
館
の
竹
内

実
次
氏
か
ら
聞
き
、
そ
れ
は
発
足
早
々
の
大
学
に
と
っ
て
も
、
ま
た
鹿
児
島
に
と
っ
て

も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
関
係
者
の
一
人
と
し
て
私
も
文
庫
調
査
の
た
め

に
た
び
た
び
玉
里
邸
を
訪
ね
た
。
（
中
略
）
図
書
の
収
め
て
あ
る
文
庫
は
正
門
の
右

手
、
本
邸
焼
跡
の
東
南
隅
に
孤
立
し
て
お
り
、
当
時
の
こ
と
で
、
金
目
の
品
物
を
ね
ら

う
空
き
巣
が
扉
を
こ
じ
あ
け
て
入
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
庫
は
明

治
の
玉
里
邸
修
築
の
時
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
殿
様
の
文
庫
に
し
て
は
や
や
粗

末
な
土
蔵
で
、
そ
の
頃
は
白
壁
が
落
ち
て
荒
壁
の
露
出
し
て
い
る
所
が
あ
り
、
屋
根
の

一
部
も
破
損
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
（
以
下
略
） 

と
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
で
破
損
し
た
書
庫
を
修
理
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
、
当

時
の
玉
里
島
津
家
の
経
済
的
な
状
況
が
窺
わ
れ
る
。 

玉
里
島
津
家
の
図
書
が
散
逸
す
る
こ
と
な
く
、
鹿
児
島
大
学
に
収
蔵
さ
れ
、
現
在
も
鹿

児
島
の
地
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
序
文
に
あ
る
よ
う
に
鹿
児
島
県
に
と
っ
て
幸
い

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

五 

お
わ
り
に 

 

今
回
、
戦
中
・
戦
後
の
玉
里
島
津
家
の
動
き
を
、
日
誌
な
ど
を
基
に
分
析
・
紹
介
し
た
。

こ
の
中
で
当
主
の
忠
承
や
田
鶴
子
な
ど
、
玉
里
島
津
家
の
家
族
は
空
襲
で
亡
く
な
っ
た
者
は

い
な
か
っ
た
も
の
の
、
職
員
の
中
に
は
戦
災
で
亡
く
な
る
者
も
お
り
、
玉
里
島
津
家
の
人
々

に
と
っ
て
も
戦
争
は
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
玉
里
邸
の

跡
地
が
鹿
児
島
市
に
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
現
在
も
茶
室
や
庭
園
が
鹿
児
島
市
立
鹿
児
島
女

子
高
等
学
校
の
生
徒
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賢
明
な
判
断
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
同
じ
く
玉
里
島
津
家
の
貴
重
な
蔵
書
が
鹿
児
島
大
学
に
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
も
、

戦
後
の
経
済
的
混
乱
の
中
で
華
族
が
所
蔵
し
て
い
た
文
化
財
が
売
り
立
て
等
で
散
逸
し
た
例

も
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
幸
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
玉
里
島
津
家
の
日
誌
や
簿
冊
な
ど
に
つ
い
て
は
内
容
の
分
析
な

（
９
） 



 

ど
が
進
ん
で
い
な
い
も
の
が
多
数
あ
る
。
華
族
と
し
て
の
玉
里
島
津
家
の
活
動
を
理
解
し
て

い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
分
析
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
各
時
代
の
日

誌
や
簿
冊
の
内
容
の
把
握
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

 

註 

 

 

島
津
忠
承
の
日
本
赤
十
字
社
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
島
津
忠
承
『
人
道
の
旗
の
下
に

―
日
赤
と
と
も
に
三
十
五
年
』
講
談
社
、
一
九
六
五
年
。
田
鶴
子
に
つ
い
て
は
島
津
忠

廣
に
よ
る
島
津
田
鶴
子
編
著
『
故
郷
の
し
を
り
』
私
家
版
、
一
九
九
五
年
が
あ
る
。 

 

鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
と
の
合
同
企
画
展
「
薩
摩
藩
「
玉
里
邸
」
と
そ
の
文
化
」

で
鹿
児
島
大
学
側
の
資
料
と
し
て
展
示
さ
れ
、
戦
争
中
の
田
鶴
子
を
中
心
と
し
た
人
々

の
様
子
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

戦
中
か
ら
戦
後
に
掛
け
て
県
立
第
一
中
学
校
（
現
在
の
県
立
鶴
丸
高
等
学
校
）
で
学

ん
で
い
た
方
の
話
に
よ
る
と
、
県
立
一
中
は
戦
争
で
空
襲
の
被
害
を
受
け
た
た
め
、

戦
後
ま
も
な
く
四
十
五
連
隊
の
兵
舎
で
授
業
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
の
「
兵
舎
は
空
襲
の
被
害
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
」
と
の
話

は
、
玉
里
邸
の
日
誌
の
記
述
と
一
致
す
る
。 

 

玉
里
島
津
家
の
簿
冊
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
表
紙
と
中
身
が
一
致
し
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
太
平
洋
戦
争
中
の
よ
う
に
物
資
が
欠
乏
し
た
状
況
下
で
、
古
い
簿

冊
の
表
紙
な
ど
を
再
利
用
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
昭
和
二
十
年 

玉
里
出
張
所
往
復
綴
」
の
昭
和
二
十
年
六
月
十
五
日
付
の
玉
里
出

張
所
書
記
の
濵
島
基
か
ら
豊
分
邸
の
家
令
心
得
で
あ
る
東
郷
重
弘
宛
に
、
戦
時
中
で
交

通
が
不
便
な
た
め
大
丸
に
依
頼
す
る
こ
と
の
了
解
を
求
め
る
連
絡
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

田
鶴
子
は
こ
の
後
も
玉
里
邸
で
生
活
し
て
い
た
が
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
九

月
に
病
に
倒
れ
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日
に
玉
里
邸
で
死
去
し
た
。
当
時
は
忠

承
が
国
交
の
な
か
っ
た
中
華
人
民
共
和
国
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
日
本
人
を
帰
国
さ
せ

る
た
め
、
中
国
紅
十
字
社
と
交
渉
の
た
め
北
京
滞
在
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
田
鶴
子

の
死
は
伏
せ
ら
れ
、
交
渉
を
終
え
て
忠
承
が
中
華
人
民
共
和
国
を
出
国
し
た
日
に
公
表

さ
れ
た
。 

 

華
族
世
襲
財
産
制
度
は
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
華
族
制
度
が
始
ま
っ
た
際

に
、
皇
室
の
藩
屏
と
し
て
の
華
族
を
経
済
的
に
守
る
た
め
、
明
治
十
九
年
に
制
定
さ
れ

た
制
度
で
あ
る
。
華
族
世
襲
財
産
制
度
に
つ
い
て
は
、
後
藤
靖
「
華
族
世
襲
財
産
の
設

定
状
況
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
経
済
学
』
三
十
七
巻
第
四
・
五
号
、
一
九
八
八
年
）

を
参
照
。 

 

財
産
税
は
、
戦
後
の
急
激
な
イ
ン
フ
レ
や
終
戦
処
理
な
ど
の
た
め
課
税
価
格
十
万
円

以
上
の
財
産
を
持
つ
者
に
、
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
の
一
回
限
り
で
導
入
さ
れ

た
税
制
。
十
万
円
以
上
の
財
産
を
持
つ
者
に
累
進
課
税
で
課
さ
れ
、
最
高
の
一
五
〇
〇

万
円
以
上
の
財
産
を
所
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
が
課
せ
ら

れ
た
。 

玉
里
文
庫
目
録
作
成
委
員
会
編
『
玉
里
文
庫
目
録
』
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
、
一

九
六
六
年 

  

（
し
ん
ぷ
く 

だ
い
け
ん 

本
館
学
芸
課
主
任
学
芸
専
門
員
兼
学
芸
調
査
係
長
） 

（
１
） 

（
２
） 

（
３
） 

（
４
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
５
） 

（
８
） 

（
９
） 


